
第
三
十
二
条
第
八
号
ロ
の
表
中「
避
難
用

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る

構
造
の
屋
外
階
段

」を

「
避
難
用

１

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条

第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
だ
し
、
同
条

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物

の
一
階
か
ら
保
育
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の
部
分
に
限

り
、
屋
内
と
階
段
室
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
外
気
に
向
か
っ

て
開
く
こ
と
の
出
来
る
窓
若
し
く
は
排
煙
設
備
（
同
条
第
三
項

第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用

い
る
も
の
そ
の
他
有
効
に
排
煙
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
限
る
。）を
有
す
る
付
室
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と

と
し
、
か
つ
、
同
条
第
三
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
九
号
を

満
た
す
も
の
と
す
る
。）

２

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外

傾
斜
路

３

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す

る
構
造
の
屋
外
階
段

」
に
改
め
る
。

平成™�年›月š—日 水曜日 (号外第 �号)官 報

第
三
十
三
条
第
二
項
中「（
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
就
学
前
保
育
等
推
進
法
」
と
い
う
。）第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。）で
あ
る
保
育
所
（
以
下
「
認
定
保
育
所
」
と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、
幼
稚
園
（
学
校

教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
同
様
に
一
日
に
四
時
間
程
度
利
用
す
る
幼
児（
以
下「
短

時
間
利
用
児
」
と
い
う
。）お
お
む
ね
三
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
一
日
に
八
時
間
程
度
利
用
す
る
幼
児
（
以
下
「
長

時
間
利
用
児
」
と
い
う
。）お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
）」及
び「（
認
定
保
育
所
に
あ
つ
て
は
、
短
時
間
利
用
児

お
お
む
ね
三
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
長
時
間
利
用
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
）」を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
業
務
の
質
の
評
価
等
）

第
三
十
六
条
の
二

保
育
所
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の

改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
育
所
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三

削
除

附
則
第
九
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
十
四
条

削
除

附

則

こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
二
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）及
び
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
保
育
の
実
施
」
を
「
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
措
置
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
の
下
に「（
保
育
所
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

保
育
所
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

二

提
供
す
る
保
育
の
内
容

三

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

四

保
育
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
提
供
を
行
わ
な
い
日

五

保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額

六

乳
児
、
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
及
び
満
三
歳
以
上
の
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員

七

保
育
所
の
利
用
の
開
始
、
終
了
に
関
す
る
事
項
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

八

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

九

非
常
災
害
対
策

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一

保
育
所
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

第
十
四
条
の
三
第
三
項
中
「
保
育
の
実
施
」
を
「
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
措
置
」
に
改
め
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
二

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
従
事
す
る
者
及
び
そ
の
員
数
に
つ
い
て
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
十
条
（
第
四
項
を
除
く
。）

及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

二

法
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
そ
の
員

数
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準

こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準

の
う
ち
、
前
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

２

設
備
運
営
基
準
は
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
監
督
に
属
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
を
利
用
し
て
い
る
児
童
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。）が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養

が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
の
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障

す
る
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
設
備
運
営
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
最
低
基
準
の
目
的
）

第
二
条

法
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
最
低
基
準
」
と

い
う
。）は
、
利
用
者
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た

職
員
の
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。
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